
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 正極と負極とが対向した構造を有する電池要素と、
　前記電池要素の厚み方向両側から前記電池要素を挟んで前記電池要素を封止する、可撓
性を有する外装材と、
　前記電池要素の正極および負極にそれぞれ接続されて前記外装材から突出したリード端
子と
　

　を有し、
　前記外装材には、前記電池要素を挟む一方の側に、前記電池要素を収納するための凹部
が設けられ、
　前記リード端子は、 前記 と接続されているフィ
ルム外装電池。
【請求項２】
　前記電池要素の厚みは３ｍｍ以上であり、前記集電部は、前記電池要素の厚み方向での
両表面よりも１ｍｍ以上内側の位置に設けられている、請求項 に記載のフィルム外装電
池。
【請求項３】
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　前記外装材に形成される凹部の深さは、前記リード端子の、前記外装材から突出した部
分での表面から、前記電池要素の、前記凹部内に収納された側の表面までの高さに略等し
い、請求項１ に記載のフィルム外装電池。
【請求項４】
　前記リード端子は、前記外装材の前記凹部が設けられている側と反対側に向かってクラ
ンク状に折り曲げられている、請求項１ないし のいずれか１項に記載のフィルム外装電
池。
【請求項５】
　前記リード端子の折り曲げられた先端部は、前記電池要素の厚み方向について前記凹部
側と反対側の表面より外側に位置している、請求項 に記載のフィルム外装電池。
【請求項６】
　前記リード端子の折り曲げられた先端部の、前記凹部側と反対側の表面から、前記電池
要素の、前記凹部側と反対側の表面までの距離が１ｍｍ以上である、請求項 に記載のフ
ィルム外装電池。
【請求項７】
　前記リード端子は、前記外装材の前記凹部が設けられている側と反対側に向かってクラ
ンク状に折り曲げられており、
　前記外装材には、前記凹部が設けられている側と前記電池要素を挟んで反対側の、前記
集電部と対向する領域に、前記電池要素の前記凹部側と反対側の表面から前記集電部まで
の高さと略等しい凸部が形成されている、請求項 に記載のフィルム外装電池。
【請求項８】
　前記正極のリード端子と前記負極のリード端子とは、前記電池要素の互いに異なる辺で
前記電池要素と接続されている、請求項１ないし のいずれか１項に記載のフィルム外装
電池。
【請求項９】
　前記電池要素は、化学電池要素またはキャパシタ要素である、請求項１ないし のいず
れか１項に記載のフィルム外装電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電池要素をフィルムからなる外装材に収納したフィルム外装電池に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯機器等の電源としての電池は、軽量化、薄型化が強く要求されている。そこで
、電池の外装材に関しても、軽量化、薄型化に限界のある従来の金属缶に代わり、さらな
る軽量化、薄型化が可能であり、金属缶に比べて自由な形状を採ることが可能な外装材と
して、金属薄膜フィルム、または金属薄膜と熱融着性樹脂フィルムとを積層したラミネー
トフィルムを用いたものが使用されるようになった。
【０００３】
電池の外装材に用いられるラミネートフィルムの代表的な例としては、金属薄膜であるア
ルミニウム薄膜の片面にヒートシール層である熱融着性樹脂フィルムを積層するとともに
、他方の面に保護フィルムを積層した３層ラミネートフィルムが挙げられる。
【０００４】
外装材にラミネートフィルムを用いたフィルム外装電池においては、一般に、正極、負極
、および電解質等で構成される電池要素を、熱融着性樹脂フィルムが内側になるようにし
て外装材で包囲し、電池要素の周囲で外装材を熱融着することによって電池要素を封止し
ている。熱融着性樹脂フィルムには、例えばポリエチレンフィルムやポリプロピレンフィ
ルムが用いられ、保護フィルムには、例えばナイロンフィルムやポリエチレンテレフタレ
ートフィルムが用いられる。
【０００５】
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ここで、電池要素の正極および負極を外装材の外部へ引き出すために、正極および負極に
はそれぞれリード端子が接続され、これらリード端子を外装材から突出させている。電池
要素へのリード端子の接続は、電池要素の封止に先立って、超音波溶接などによって行わ
れる。また、電池要素の封止にあたっては、２枚の外装材を用い、これら２枚の外装材で
電池要素を挟み、外装材の周縁部を熱融着する。外装材の熱融着は、外装材の３辺を先に
熱融着して袋状とした後、外装材の内部からエアを排気して外装材を電池要素に密着させ
、この状態で残りの１辺を熱融着する。
【０００６】
この際、電池要素がある程度の厚みを持っている場合には、一方の外装材を、電池要素を
収納し易いように予め鍔付きの容器状に形成しておき、この容器状に形成した外装材を、
電池要素の上から被せることが一般に行われている。
【０００７】
例えば、特許文献１には、それぞれタブが突出した正極板および負極板を、電解質を介在
させて多層に積層することによって電池要素を構成し、正極板のタブおよび負極板のタブ
をそれぞれ一括して超音波溶接することによって正極および負極の集電部とし、これら集
電部をそれぞれ正極および負極のリード端子と接続した後、電池要素を、平らな外装材の
上に載置し、さらにその上に、容器状に形成した外装材を被せ、２枚の外装材の周縁部を
熱融着したフィルム外装電池が開示されている。この種のフィルム外装電池では、集電部
は正極板および負極板のタブを超音波溶接用のヘッドで上方から加圧することによって形
成し、上記のような外装材を用いて電池要素を封止しているため、リード端子は電池要素
の下面近傍から引き出されている。
【０００８】
なお、上記のように正極板と負極板を交互に積層して電池要素を構成した電池は積層型電
池と呼ばれる。また、帯状の正極と負極をセパレートシートを介在させて重ね、これを捲
回した後、扁平状に圧縮することによって、正極と負極が交互に積層された構造の電池要
素を用いた電池は、捲回型電池と呼ばれる。
【０００９】
また電池要素としては、リチウム電池やニッケル水素電池などの化学電池のほかに、キャ
パシタのような蓄電機能を持ったものも、ラミネートフィルムを外装材として用いられる
ようになった。
【００１０】
さらに、ハイブリッド自動車などの大型機器向けの電池においても、外装材にフィルムを
用いることで、金属缶を用いた電池に比べて薄型・軽量ながら電極面積を大きくすること
ができるため、電池要素収納部の凹部をより広くて深い形状としたラミネートフィルムが
、高出力・大容量の電池用の外装材として使われ始めている。
【００１１】
【特許文献１】
特開２００１－１２６６７８号公報
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来のフィルム外装電池では、外装材からのリード端子の突出方
向が斜めになってしまう場合があるという問題点があった。以下に、この現象について図
１０および図１１を参照して説明する。
【００１３】
図１０に示すように、電池要素１０５の上から被せられる外装材１０２ａは容器状に形成
されるが、この加工は絞り加工によって行われる。そのため、電池要素１０５を収納する
ために外装材１０２ａに形成した凹部の側面はテーパ状に広がり、電池要素１０５と外装
材１０２ａとの間に空間が形成される。また特に、積層型のフィルム外装電池においては
、複数の正極板および負極板をそれぞれリード端子１０３と一括して接続するために集電
部１０９を形成しているが、この集電部１０９は、電池要素１０５の一部から突出し、し
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かも電池要素１０５よりも厚みの薄い部分であるので、外装材１０２ａの絞り加工の容易
性の観点から、外装材１０２ａの凹部の形状は、集電部１０９も考慮した形状ではなく、
集電部１０９が収納される部分も含めて全体として略矩形状に形成されるのが一般的であ
る。
【００１４】
その結果、図１０に示す、電池要素１０５の封止前の状態では、特に集電部１０９が形成
された領域で、外装材１０２ａと電池要素１０５との間に大きな空間が形成される。前述
したように、電池要素１０５は平らな外装材１０２ｂの上に載置されており、空間は、電
池要素１０５の上から被せられる外装材１０２ａに形成された凹部によって形成される。
【００１５】
この状態で排気および封止を行うと、空間内に生じた負圧によって外装材１０２ａ，１０
２ｂ、集電部１０９およびリード端子１０３が引っ張られ、図１１に示すように、外装材
１０２ａ，１０２ｂが内側にへこんで意図しない形状に変形するとともに、集電部１０９
およびリード端子１０３が曲がってしまう。この集電部１０９およびリード端子１０３の
曲がりは、リード端子１０３の突出方向が電池要素１０５の厚さ方向に斜めになるという
結果を招き、フィルム外装電池を機器に搭載する際の妨げとなるため、好ましくない。
【００１６】
リード端子１０３の曲がりは、電池要素１０５の厚みが厚くなるほど大きくなる傾向があ
り、特に、電池要素１０５の厚みが３ｍｍを超えると、リード端子１０３が曲がるおそれ
が増大する。
【００１７】
本発明の目的は、電池要素を収納するための凹部が設けられた外装材を用いたフィルム外
装電池において、電池要素の封止時に生じる外装材のへこみによる意図しない方向へのリ
ード端子の曲がりを防止することである。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために本発明のフィルム外装電池は、

正極と負極とが対向した構造を有する電池要素と、電池要素の厚み方向両側から電
池要素を挟んで電池要素を封止する、可撓性を有する外装材と、電池要素の正極および負
極にそれぞれ接続されて外装材から突出したリード端子と

を有する。さらに、外装材
には、電池要素を挟む一方の側に、電池要素を収納するための凹部が設けられ、リード端
子は、 と接続されている。
【００１９】
　上記のとおり構成された本発明のフィルム外装電池では、 電池要素の厚み方向
での両表面よりも内側 位置

ているので、電池要素を封止する前は、電池要素とリード端子との接続部の、電
池要素の厚み方向両側に、外装材との間で空間が形成される。そのため、電池要素を封止
するために外装材で包囲された領域内を排気したとき、電池要素とリード端子との接続部
は、電池要素の厚み方向両側から力を受ける。したがって、電池要素とリード端子との接
続部の変形が抑制され、その結果、リード端子の突出方向の曲がりが防止される。
【００２０】
　 た、電池要素の厚みが３ｍｍ以上である場合には、集電部は電池要素の厚み方向での
両表面よりも１ｍｍ以上内側の位置に設けられていることが好ましい。
【００２１】
また、本発明においては、外装材に形成される凹部の深さを、リード端子の、外装材から
突出した部分での表面から、電池要素の凹部内に収納された側の表面までの高さと略等し
くすることが好ましい。これにより、凹部と電池要素との間に形成される空間の大きさを
最小限とすることができるので、電池要素の封止時の、外装材の凹部が形成された側での
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意図しない変形が抑制される。
【００２２】
さらに、本発明においては、フィルム外装電池を他の機器に搭載する際のリード端子の接
続を行いやすくするために、リード端子を、外装材の凹部が設けられている側と反対側に
向かってクランク状に折り曲げてもよい。この場合、リード端子の折り曲げられた先端部
を、電池要素の厚み方向について外装材の凹部側と反対側の表面より外側に位置させるの
が好ましい。これにより、電池要素の封止時に、外装材が電池要素を持ち上げてしまうこ
とによって生じるリード端子の突出方向の曲がりが防止される。また、特に電池要素に集
電部が設けられ、リード端子をクランク状に折り曲げた場合、外装材の凹部が設けられて
いる側と電池要素を挟んで反対側の、集電部と対向する領域に、電池要素の凹部側と反対
側の表面から集電部までの高さと略等しい凸部を形成することで、リード端子の先端部の
位置を、電池要素の、外装材の凹部側と反対側の表面の位置と略等しくすることができる
。
【００２３】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について、図を参照して説明する。
【００２４】
［第 1の実施形態］
図１は、本発明の第１の実施形態によるフィルム外装電池の外観を示す斜視図、図２は、
図１に示すフィルム外装電池の構成を示す分解斜視図である。
【００２５】
図１および図２に示すように、本実施形態のフィルム外装電池１は、電池要素５と、電池
要素５に設けられた正極集電部９ａおよび負極集電部９ｂと、電池要素５を電解液ととも
に収納する外装体２と、正極集電部９ａに接続された正極リード端子３ａと、負極集電部
９ｂに接続された負極リード端子３ｂとを有する。
【００２６】
外装体２は、電池要素５を上下から挟んで包囲する２枚の外装フィルム２ａ，２ｂからな
り、これら外装フィルム２ａ，２ｂの周縁部を熱融着することで、電池要素５が封止され
る。この際、外装フィルム２ａ，２ｂの３辺を先に熱融着して外装体２を袋状としておき
、その袋状となった外装体２の、開放している残りの１辺から内部の空気を排気し、その
後、残りの１辺を熱融着することで、外装体２を密着させて電池要素５が封止される。
【００２７】
外装フィルム２ａ，２ｂのうち、電池要素５が載せられる外装フィルム２ｂは、特に加工
は行われないシート状のものを用いるが、電池要素５の上に被せられる外装フィルム２ａ
は、鍔付きの容器状となるように、絞り加工により、電池要素５を収納するための凹部を
形成している。電池要素５の封止に際しては、この外装フィルム２ａの鍔の部分が熱融着
される。
【００２８】
外装フィルム２ａ，２ｂとしては、金属薄膜と熱融着性樹脂とを積層したラミネートフィ
ルムなど、フィルム外装電池に一般に用いられる周知の外装材を用いることができる。
【００２９】
なお、本実施形態では、外装体２を２枚の外装フィルム２ａ，２ｂで構成しているが、１
枚の外装材を２つ折りにして電池要素５を挟み、開放している３辺を熱融着することによ
って電池要素５を封止する構造としてもよい。この場合は、外装材の、２つ折りにしたと
きに電池要素５の上を覆う部分に、電池要素５を収納するための凹部を形成する。
【００３０】
ここで、電池要素５について、図３を参照して説明する。
【００３１】
図３に示すように、電池要素５は、複数の正極電極板６と複数の負極電極板７とを有し、
最も外側が負極電極板７となるように、これらが交互に積層されている。正極電極板６と
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負極電極板７との間、および最も外側の負極電極板７のさらに外側には、それぞれセパレ
ータ８が配置されている。正極電極板６および負極電極板７の１辺からは、それぞれタブ
６ａ，７ａが突出して設けられている。正極電極板６のタブ６ａと負極電極板７のタブ７
ａは、正極電極板６のタブ６ａ同士、および負極電極板７のタブ７ａ同士が重なるように
、互いに異なる位置に設けられている。
【００３２】
これら正極電極板６のタブ６ａ同士、および負極電極板７のタブ７ａ同士は、一括して超
音波溶接され、図２に示すように、それぞれ正極集電部９ａおよび負極集電部９ｂを形成
する。そして、正極集電部９ａに正極リード端子３ａが接続され、負極集電部９ｂに負極
リード端子３ｂが接続される。
【００３３】
図４に、外装フィルム２ａ，２ｂを熱融着する前の、フィルム外装電池１の集電部近傍で
のリード端子引き出し方向に沿った断面図を示す。なお、図４では、正極および負極の双
方とも構造的には共通しているので正極と負極を区別せず、単にリード端子３および集電
部９として示している。また、図４では、電池要素５および集電部９は模式的に示してい
る。これらのことは、以降の説明でも同様であり、正極と負極を特に区別しない場合は単
にリード端子、集電部と称するとともに、断面図においては電池要素および集電部は模式
的に示す。
【００３４】
図４に示すように、集電部９は、電池要素５の厚み方向についてその両表面の内側の位置
に形成されており、リード端子３は、集電部９に片持ち梁状に支持されて外装フィルム２
ａ，２ｂの外側に延びている。このような位置に集電部９を形成する方法としては、例え
ば、前述した電極板のタブを超音波溶接する際に、タブを電池要素５の載置面に対して凸
となった台の上に載せ、その上でタブを超音波溶接する方法が挙げられる。
【００３５】
このような位置に集電部９を形成することにより、電池要素５が外装フィルム２ａ，２ｂ
で挟まれて上側の外装フィルム２ａに形成された凹部に収納された状態では、集電部９の
上方には上側の外装フィルム２ａとの間で空間４ａが形成されるとともに、集電部９の下
方には下側の外装フィルム２ｂとの間で空間４ｂが形成される。
【００３６】
この状態で外装フィルム２ａ，２ｂの周縁部を熱融着し、内部の空気を排気すると、集電
部９の上下に空間４ａ，４ｂが存在しているので、集電部９は、上方すなわち外装フィル
ム２ａ側への力と、下方すなわち外装フィルム２ｂ側への力を受ける。その結果、集電部
９が上方へ変形することが抑制され、図５に示すように、封止が完了した状態では、リー
ド端子３を電池要素５に対して真っ直ぐに突出させることができる。
【００３７】
上述した効果をより効果的に発揮させるためには、電池要素５の封止前において集電部９
の下方に空間４ｂが存在していることはもちろんであるが、その空間４ｂの大きさの、集
電部９の上方に形成される空間４ａとのバランスも重要である。この観点から、例えば電
池要素５の厚みが３ｍｍ以上の場合は、集電部９の位置は、電池要素５の厚み方向につい
て両表面よりも１ｍｍ以上内側とすることが好ましい。
【００３８】
また、図４に示したように、本実施形態では、外装フィルム２ａに形成する凹部の深さは
、正極リード端子３ａおよび負極リード端子３ｂの外装フィルム２ａ，２ｂから突出した
部分での上面から電池要素５の上面までの高さに相当する深さとしている。これにより、
電池要素５と外装フィルム２ａとの間に形成される空間４ａの大きさを最小限とすること
ができるので、電池要素５を封止したときの外装フィルム２ａのへこみによる意図しない
変形を抑制することができる。ただし、外装フィルム２ａの凹部の深さは、これに限定さ
れるものではなく、この深さから電池要素５の厚みに相当する深さまでの範囲内で適宜設
定することができる。
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【００３９】
［第２の実施形態］
図６は、本発明の第２の実施形態によるフィルム外装電池の、集電部近傍の断面図である
。
【００４０】
本実施形態では、リード端子１３が、電池要素１５の収納のための凹部が形成されていな
い外装フィルム１２ｂ側に向かってクランク状に折り曲げられている点が第１の実施形態
と異なっている。このように折り曲げられたリード端子１３を用いることで、リード端子
１３の外装フィルム１２ａ，１２ｂから突出した部分の高さを、電池要素１５の下面とほ
ぼ同じ高さとすることができる。これにより、フィルム外装電池１１を機器に搭載する際
のリード端子１３の接続を行い易くすることができる。
【００４１】
ただし、リード端子１３の折り曲げられた先端部と外装フィルム１２ｂの下面とが全く同
一平面上に位置するようにリード端子１３を折り曲げた場合、リード端子１３の先端部で
も電池要素１５の重量が支持されるため、電池要素１５を封止する際に外装フィルム１２
ａ，１２ｂの間の空気を排気したとき、集電部１９の下面に外装フィルム１２ｂが引き寄
せられるのに伴って、外装フィルム１２ｂは電池要素１５を持ち上げてしまうことがある
。このようにして電池要素１５が持ち上げられると、結果的にはリード端子１３の突出方
向が曲がってしまう。
【００４２】
そこで、リード端子１３が接続された電池要素１５を外装フィルム１２ｂの上に載せたと
きに、電池要素１５と外装フィルム１２ｂとの間に隙間が生じる程度に、リード端子１３
の折り曲げられた先端部の下面から電池要素１５の上面までの高さＨが、電池要素１５の
厚みＴよりも大きくなるように、リード端子１３の折り曲げ寸法が設定されている。また
、それに伴い、本実施形態では、外装フィルム１２ａに形成する凹部の深さを、リード端
子１３の外装フィルム１２ａ，１２ｂから突出した部分での上面から電池要素１５の上面
までの高さと略等しい深さ、すなわち、上記の高さＨからリード端子１３の厚みを引いた
深さとしている。
【００４３】
このようにして、電池要素１５を下側の外装フィルム１２ｂから浮かせることにより、外
装フィルム１２ａ，１２ｂの間の空気を排気することによって外装フィルム１２ｂが集電
部１９に引き寄せられるときに、外装フィルム１２ｂによる電池要素１５を持ち上げよう
とする力が緩和される。その結果、電池要素１５の封止時のリード端子１３の曲がりを効
果的に抑制することができる。この効果をより効果的に発揮させるためには、下側の外装
フィルム１２ｂに多少のうねりが存在している場合もあることを考慮すると、上記の高さ
Ｈを電池要素１５の厚みＴよりも１ｍｍ以上大きくすることが好ましい。
【００４４】
［第３の実施形態］
図７は、本発明の第３の実施形態によるフィルム外装電池の、集電部近傍の断面図である
。また、図８は、図７において外装フィルムを分離した状態で示す図である。
【００４５】
本実施形態のフィルム外装電池２１も、第２の実施形態と同様に、リード端子２３を電池
要素２５の収納のための凹部が形成されていない外装フィルム２２ｂに向かってクランク
状に折り曲げたものであるが、本実施例ではさらに、電池要素２５の上側に配置される外
装フィルム２２ａだけでなく、電池要素２５の下側に配置される外装フィルム２２ｂにも
加工を施している。
【００４６】
すなわち、下側の外装フィルム２２ｂには、集電部２９に対向する領域に、集電部２９に
向かう凸部が設けられている。この凸部の高さは、電池要素２５の下面から集電部２９ま
での高さと略等しい。このように、下側の外装フィルム２２ｂに凸部を設けることで、外
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装フィルム２２ｂの上に、リード端子２３が接続された電池要素２５を載せたとき、集電
部２９の下面は外装フィルム２２ｂと実質的に接触する。その結果、電池要素２５の封止
の際に外装フィルム２２ａ，２２ｂの間の空気を排気したとき、下側の外装フィルム２２
ｂは殆ど変形しないので、電池要素２５が持ち上げられることもなくなる。
【００４７】
したがって、図７に示すように、リード端子２３の外装フィルム２２ａ，２２ｂから突出
した部分の高さを、電池要素２５の下面の高さをほぼ同じ高さとしても、電池要素２５の
封止時のリード端子２３の曲がりを防止し、リード端子２３を電池要素２５から真っ直ぐ
に突出させることができる。
【００４８】
［第４の実施形態］
図９は、本発明の第４の実施形態によるフィルム外装電池の外観を示す斜視図である。
【００４９】
上述した実施形態では、正極リード端子および負極リード端子がともに外装体の同じ辺か
ら突出したものとして説明したが、本実施形態のフィルム外装電池３１では、正極リード
端子３３ａと負極リード端子３３ｂとが、フィルム外装電池３１の反対側の辺から突出し
ている。それに伴って、外装体の内部に収納されている電池要素の正極電極板および負極
電極板に設けられるタブの位置も、正極リード端子３３ａあるいは負極リード端子３３ｂ
に対応した位置とされる。その他の構成は、第１の実施形態と同様であるので、その説明
は省略する。
【００５０】
このように、正極リード端子３３ａと負極リード端子とを互いに異なる辺から突出させる
ことで、同じ辺から突出させたときと比べて、正極リード端子３３ａおよび負極リード端
子３３ｂの幅を大きくすることができる。これにより、正極リード端子３３ａおよび負極
リード端子３３ｂの電気抵抗を小さくし、正極リード端子３３ａおよび負極リード端子３
３ｂによる損失を抑えることができる。
【００５１】
本実施形態では、正極リード端子３３ａと負極リード端子３３ｂとを互いに反対側の辺か
ら突出させた場合を示したが、互いに隣り合う辺から突出させてもよい。また、本実施形
態においても、第２の実施形態のように正極リード端子３３ａおよび負極リード端子３３
ｂを屈曲させることもできるし、第３の実施形態のように、電池要素収納用の凹部が形成
されていない側の外装フィルムに、集電部に対応する凸部を設けることもできる。
【００５２】
【実施例】
次に、本発明の具体的な実施例について、上述した第１の実施形態のフィルム外装電池１
を例に挙げて、図１～図５を参照しつつ説明する。
【００５３】
〈正極の製作〉
スピネル構造を持つマンガン酸リチウム粉末、炭素質導電性付与材、およびポリフッ化ビ
ニリデンを９０：５：５の質量比でＮ－メチルピロリドン（ＮＭＰと表すことがある）に
混合分散、攪拌してスラリーとした。ＮＭＰの量はスラリーが適当な粘度になるように調
整した。このスラリーを、ドクターブレードを用いて、正極電極板６となる厚さ２０μｍ
のアルミニウム箔の片面に均一に塗布した。塗布時には、わずかに未塗布部（アルミニウ
ム箔が露出している部分）が筋状にできるようにした。次に、これを１００℃で２時間真
空乾燥させた。その後、アルミニウム箔のもう一方の面にも同様に、スラリーを塗布し、
真空乾燥させた。この際、表裏の未塗布部が一致するようにスラリーの塗布を行った。
【００５４】
このようにして両面に活物質を塗布したアルミニウム箔をロールプレスした。これを、活
物質の未塗布部を含めて矩形に切り出し、正極電極板６とした。活物質の未塗布部は片側
の一部を矩形に残した他は切り取り、残った部分をタブ６ａとした。
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【００５５】
〈負極の製作〉
アモルファスカーボン粉末、ポリフッ化ビニリデンを９１：９の質量比でＮＭＰに混合、
分散、攪拌してスラリーとした。ＮＭＰの量はスラリーが適当な粘度になるように調整し
た。このスラリーを、ドクターブレードを用いて、負極電極板７となる厚さ１０μｍの銅
箔の片面に均一に塗布した。塗布時には、わずかに未塗布部（銅箔が露出している部分）
が筋状にできるようにした。次に、これを１００℃で２時間真空乾燥した。なお、このと
き負極電極板７の単位面積あたりの理論容量と正極電極板６の単位面積あたりの理論容量
が１：１となるように、活物質の塗布厚を調整した。その後、銅箔のもう一方の面にも同
様に、スラリーを塗布し、真空乾燥した。
【００５６】
このようにして両面に活物質を塗布した銅箔をロールプレスした。これを正極電極板６の
サイズよりも縦横２ｍｍずつ大きいサイズに、未塗布部を含めて矩形に切り出し、負極電
極板７とした。活物質の未塗布部は片側の一部を矩形に残した他は切り取り、残った部分
をタブ７ａとした。
【００５７】
〈電池要素の製作〉
上記のようにして作製した正極電極板６と負極電極板７、およびポリプロピレン層／ポリ
エチレン層／ポリプロピレン層の三層構造を持つマイクロポーラスシートからなるセパレ
ータ８を図３に示すように交互に積層し、厚さ３ｍｍの積層体とした。この際、最も外側
の電極板は負極電極板７となるようにし、その負極電極板７のさらに外側にセパレータ８
を設置した（つまり、セパレータ／負極電極板／セパレータ／正極電極板／セパレータ／
・・・・・・／負極電極板／セパレータ、という順番）。
【００５８】
次いで、正極電極板６、セパレータ８、および負極電極板７の積層体である電池要素５を
平らな台の上に載置し、正極電極板６のタブ６ａと、厚さ０．１ｍｍのアルミニウム板か
らなる正極リード端子３ａとを、積層体の載置面から正極リード端子３ａまでの高さが１
ｍｍとなるようにして一括して超音波溶接し、正極集電部９ａとした。同様に、負極電極
板７のタブ７ａと、厚さ０．１ｍｍのニッケル板からなる負極リード端子３ｂとを、積層
体の載置面から負極リード端子３ｂまでの高さが１ｍｍとなるようにして一括して超音波
溶接し、負極集電部９ｂとした。
【００５９】
〈電池要素の封止〉
ナイロン層／アルミニウム層／酸変性ポリプロピレン層／ポリプロピレン層の四層構造を
持つアルミラミネートフィルムである外装フィルム２ａに、電池要素５よりも一回り大き
いサイズの深絞り加工による凹部をポリプロピレン層側が凹状となるように設けた。
【００６０】
上記の電池要素５を、図２および図４に示すように、正極リード端子３ａおよび負極リー
ド端子３ｂのみが外装フィルム２ａ，２ｂから突出するように、一方の外装フィルム２ａ
の凹部に電池要素５を収納した状態として、電池要素５を間において２枚の外装フィルム
２ａ，２ｂを重ね合わせ、外装フィルム２ａ，２ｂの周囲３辺を熱融着によって接合した
。
【００６１】
次に、接合してない残りの 1辺から、電池要素５を収納した外装フィルム２ａ，２ｂの内
部に電解液を注入した。
【００６２】
電解液は、１ｍｏｌ／リットルのＬｉＰＦ 6を支持塩とし、プロピレンカーボネートとエ
チレンカーボネートの混合溶媒（質量比５０：５０）を溶媒とするものを用いた。電解液
の注入後、外装フィルム２ａ，２ｂの開放した残りの１辺から内部の空気を排気し、残り
の１辺を熱融着することによって電池要素５を封止し、ラミネートフィルムからなる外装
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体２を有するリチウム二次電池であるフィルム外装電池１を得た。
【００６３】
得られたフィルム外装電池１においては、正極リード端子３ａおよび負極リード端子３ｂ
の、外装体２からの突出方向の曲がりは生じていなかった。
【００６４】
以上、代表的な幾つかの実施形態、および具体的な実施例を挙げて本発明を説明したが、
本発明はこれらに限定されるものではなく、本発明の技術的思想の範囲内において適宜変
更され得ることは明らかである。
【００６５】
例えば、可撓性を有する外装材として、金属薄膜と熱融着性樹脂とのラミネートフィルム
を用いたが、電池要素を封止する機能を満たすものであれば他の材料を用いることもでき
る。
【００６６】
また、電池要素としては、正極板と負極板とを交互に積層した積層型のものを例に挙げた
が、本発明は捲回型にも適用することができる。この場合、リード端子との接続のために
正極板および負極板にそれぞれ設けられるタブの数は１つでもよいし複数でもよい。タブ
の数が１つの場合は、帯状の正極板および負極板の長手方向中間部にタブを設けることに
よって、電池要素の厚み方向での両表面の間の位置でリード端子を接続することができる
。一方、タブの数が複数の場合は、捲回された正極板および負極板を扁平状に圧縮したと
きに、正極板に設けられたタブ同士、および負極板に設けられたタブ同士がそれぞれ重な
り合うような位置にタブを設ける。そして、正極板のタブ同士、および負極板のタブ同士
をそれぞれ一括して接合することで、正極および負極の集電部が形成される。
【００６７】
また、電池要素としてチウム二次電池の電池要素を例にして説明したが、ニッケル水素電
池、ニッケルカドミウム電池、リチウムメタル一次電池あるいは二次電池、リチウムポリ
マー電池等、他の種類の化学電池の電池要素、さらにはキャパシタ要素などにも適用する
ことができる。
【００６８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、リード端子を、電池要素の厚み方向での両表面よ
りも内側の位置で電池要素と接続した構成とすることにより、電池要素を封止するときに
電池要素とリード端子との接続部が受ける力が一方向のみに偏ることをなくし、電池要素
とリード端子との接続部の変形を抑制することができる。その結果、リード端子の突出方
向の曲がりを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態によるフィルム外装電池の斜視図である。
【図２】図１に示した本発明のフィルム外装電池の構成を示す分解斜視図である。
【図３】図２に示した電池要素の構成を示す分解斜視図である。
【図４】図１に示したフィルム外装電池の、外装フィルムを熱融着する前の、集電部近傍
の断面図である。
【図５】図１に示したフィルム外装電池の、電池要素の封止が完了した状態での、集電部
近傍の断面図である。
【図６】本発明の第２の実施形態によるフィルム外装電池の、集電部近傍の断面図である
。
【図７】本発明の第３の実施形態によるフィルム外装電池の、集電部近傍の断面図である
。
【図８】図７において外装フィルムを分離した状態で示す図である。
【図９】本発明の第４の実施形態によるフィルム外装電池の斜視図である。
【図１０】従来のフィルム外装電池の問題点を説明するための、電池要素の封止前の、集
電部近傍の断面図である。
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【図１１】従来のフィルム外装電池の問題点を説明するための、電池要素の封止後の、集
電部近傍の断面図である。
【符号の説明】
１，１１，２１，３１　　フィルム外装電池
２　　外装体
２ａ，２ｂ，１２ａ，１２ｂ，２２ａ，２２ｂ　　外装フィルム
３，１３，２３　　リード端子
３ａ，３３ａ，３３ｂ　　正極リード端子
３ｂ　　負極リード端子
４ａ，４ｂ　　空間
５，１５，２５　　電池要素
６ａ　　正極電極板
６ａ，７ａ　　タブ
７　　負極電極板
８　　セパレータ
９，１９，２９　　集電部
９ａ　　正極集電部
９ｂ　　負極集電部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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